


                     

    　　　  　　       

　

　

まずはご相談ください

ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者(事
実婚、元配偶者も含む)や親密な関係にある男女間の
暴力をいいます。

●身体的暴力･･･なぐる、ける、物をなげるなど。

●精神的暴力･･･どなる、おどす、何を言っても無視する、

異常な嫉妬をするなど。

●性 的 暴 力･･･行為を強要する、避妊に協力しないなど。

●経済的支配･･･生活費を渡さない、外で働くことを禁じるなど。

●社会的暴力･･･人との交流を制限・監視するなど。

●被害者本人には･･･ケガなどの身体的な影響のほか、
精神的・社会的な影響を受けます。

●子どもには･･･暴力を目撃した子どもにさまざまな

ストレス症状が表れることがあります。

配偶者・交際相手から暴力を受けた

相談したい
配偶者等を

近づけたくない

身体的暴力もしくは

脅迫を受けていて、
更なる暴力で生命・

身体に重大な危害を
受ける恐れが大きいとき

保護命令の

申し立て

地方裁判所

保護命令の発令
・接近禁止命令

・退去命令 等外国人相談窓口

一時保護・・・ 相談の内容により、家に帰れない事情がある方は必要に応じて保護します。
＜あなたの気持ちを尊重します。強制することはありません。＞

緊急・生命の

危険を感じたとき

国分寺市 国・東京都

被害者

加害者

ってなに?

ってどんなこと?

を受けると･･･

ってなに?

とにかく家から出たい

◆警察

110番

◆警視庁小金井警察署

☎042-3８1-0110

◆国分寺市福祉事務所

☎ 042-325-0111
（代表） ◆東京ウィメンズプラザ

☎03-5467-2455

◆ 東京都女性相談センター

多摩支所 ☎042-522-4232

(内線 ２632)

◆国分寺市立

男女平等推進センター

ライツこくぶんじ

☎ 042-573-4378

生活安全課 生活安全相談係

◆ DV相談ナビ ＃8008
（はれれば）

◆ DV相談プラス

メールとチャット

でも相談できます。

☎0120-279-889

◆ 東京都女性相談センター

☎03-5261-31105-Language DV Consultation Service For people suffering 
from abuse by their partner
英語（English）、中国語（中文）、韓国語（한국어）、

タイ語（ภาษาไทย）、タガログ語（Tagalog）

◆東京ウィメンズプラザ【DV専用ダイヤル】

☎03-5467-1721〔5か国語対応〕

◆ DV相談プラス

☎0120-279-889〔10か国語対応〕

LINE相談

●嫌がっているのにキスなどの性的行為を無理やりする。

●位置情報アプリで監視する。

●借りたお金を返さない。

●お金を払わせる、バイトを強制する・やめさせる。

●ファッションの好みを押し付ける。

●｢自分はだめな人間だ」と思うように仕向ける。

●友達や知人の連絡先を消させる。
※加害者
配偶者や生活の本拠を

共にする交際相手

ＤＶは決して大人だけの問題ではありません。恋人同士な

ど親密な関係にある相手に振るう、からだや心への暴力を

デートＤＶとよびます。たとえば･･･


